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平成 27 年度「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」 

及び「輸入食品監視統計」の公表 

 

厚生労働省において、平成 27 年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指

導結果及び平成 27 年度輸入食品監視統計を別添１及び別添２のとおり

取りまとめましたので、公表します。 

 

【主な内容】           ［ ］カッコ内は平成 26 年度の数値 

 ○ 平成 27年度の輸入届出件数は約 226万件［約 222万件］であり、輸入届出重量は約 3,190

万トン［約 3,241 万トン］でした。これに対し 195,667 件［195,390 件］について検査を

実施し、このうち 858 件（延べ 897 件）［877 件（延べ 913 件）］を法違反として、積み戻

し又は廃棄等の措置を講じました。 

 ○ 平成 27 年度のモニタリング検査においては、95,090 件［94,043 件］の計画に対し、

延べ 97,187 件［96,580 件］（実施率：約 102％［約 103％］）を実施し、173 件［140 件］

を法違反として、回収等の措置を講じました。 

 ○ 違反の可能性の高い輸入食品等については、輸出国政府に対し、違反原因の究明及び

再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議や現地調査を通じて輸出国におけ

る衛生対策の推進を図りました。 

 

本結果は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページにも掲載しています。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kans

hi/index.html 
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 １. 輸入食品監視指導計画とは  

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 23 条第１項

に規定される、食品等の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画をい

う。 

【目的】国が、輸入食品等や輸入者に対する監視指導を重点的、効果的かつ効率的

に実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。 
 

 ２. 輸入食品等の監視指導の基本的な考え方  

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 4 条（食品の安全性確保は、国

の内外における食品供給行程の各段階において必要な措置が適切に講じられるこ

とにより行われなければならない。）の観点から、輸出国、輸入時及び国内流通時

の 3 段階における安全確保に係る措置を図るべく計画を策定し、監視指導を実施

する。 
 

 ３. 重点的に監視指導を実施すべき項目の実施結果  

［ ］カッコ内は平成２６年度の数値 

（１）輸入届出時における法違反の有無の確認 

届出件数約 226 万件［約 222 万件］、届出重量約 3,190 万トン［約 3,241

万トン］について、法に基づく規格及び基準等への適合性について審査を実施。 

（２）モニタリング検査※1（※件数については延べ数） 

① モニタリング計画：95,090 件［94,043 件］ 

② 実施件数：97,187 件［96,580 件］（実施率：約 102％［約 103％］）、

うち違反件数：173 件［140 件］ 

（３）検査命令※２ 

① 全輸出国の 17 品目及び 31 カ国・1 地域の 69 品目（平成 28 年 3 月 31

日現在） 

② 実施件数：58,874 件［58,727 件］（延べ 93,859 件［延べ 95,346 件］）、

うち違反件数：239 件［251 件］（延べ 239 件［延べ 255 件］） 

（４）違反状況 

① 違反件数：858 件［877 件］（違反率：届出件数の 0.04％［0.04％］、検

査件数：約 20 万件［約 20 万件］） 

（違反延べ件数：微生物規格 239 件［207 件］、有害・有毒物質及び病原微

生物 154 件［163 件］、残留農薬 137 件［195 件］、添加物 126 件［119

件］、腐敗、変敗、異臭及びカビの発生等 106 件[82 件]、残留動物用医薬

品 52 件［42 件］、器具、容器包装規格 38 件[70 件]、おもちゃ規格 1 件

[2 件]、他 44 件［33 件］、計 897 件［913 件］） 
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② 違反は積み戻し、廃棄等の措置 

③ 包括的輸入禁止規定※３の発動対象となる品目はなかった。 

（５）海外情報等に基づく緊急対応 

フランスにおけるナチュラルチーズのサルモネラ汚染、南アフリカ共和国に

おけるぶどう酒のガラス片混入、イタリア産オリーブにおける硫酸銅の不正使

用などについて、輸入時の監視体制の強化及び国内の流通状況の調査を行い、

流通品に対する回収や輸入届出の保留等の措置を指示した。 

 

４. 輸出国における安全対策の推進  

（１）対日輸出食品の安全対策に関する計画的な情報収集及び現地調査による衛生

対策の推進を図った。 

（２）二国間協議や現地調査を通じた、農薬等の管理、監視体制の強化、輸出前検

査等による衛生管理対策の確立の要請を行った。 

例：韓国産青とうがらしの残留農薬、米国産牛肉の BSE、タイ産アスパラガス

の残留農薬など 

（３）輸出国における説明会の開催等を通じた、政府担当者及び生産者に対する食

品安全規制の周知を行った。 

 

 ５. 輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導  

［ ］カッコ内は平成 26 年度の数値 

（１）輸入前指導（いわゆる輸入相談） 

品目別相談件数 24,377 件［24,360 件］、うち違反該当件数 364 件［257

件］(延べ 461 件［延べ 358 件］) 

（２）輸入前相談時、初回輸入時及び継続輸入時における自主検査の指導 

（３）輸入食品等の記録の作成、保存に係る指導 

（４）輸入者等への食品安全に関する知識の普及啓発として、各検疫所において説

明会等を開催 

 

※1：統計学的な考え方に基づく数を基本として、食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案し定めた計画的

な検査 

※2：違反の可能性が高いものについて、輸入の都度、輸入者に対し検査を命令し、検査結果が法に適合し

なければ輸入・流通が認められない検査 

※3：危害の発生防止の観点から必要と認められる場合、検査を要せずに厚生労働大臣が特定の食品等の販

売、輸入を禁止できる規定 
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１．年別輸入・届出数量の推移

２．年度別延べ検査件数
※
の推移

３．検疫所の食品監視員年度推移
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※１件の届出に対して複数の検査項目を実施している場合があるため延べ検査件数での推移とした。
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